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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月５日 ２２時２９分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島北北西方沖 

 姫島灯台から真方位３２２°５.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４８.５′ 東経１３１°３７.６′） 

事故の概要 貨物船第二十二金栄
きんえい

丸は、東南東進中、また、漁船日
ひ

の出
で

丸は、南

南東進中、両船が衝突した。 

 日の出丸は、船長及び甲板員が負傷し、右舷中央部外板の破口等を

生じ、また、第二十二金栄丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二十二金栄丸、６９９トン 

 １３２４８２、片山汽船有限会社（船舶所有者）、マリンジャ

パン株式会社（船舶借入人） 

   ８２.８０ｍ×１２.７０ｍ×７.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成３年１２月 

Ｂ 漁船 日の出丸、４.８トン 

   ＯＴ３－８７９１（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.７５ｍ（Lr）×２.９６ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５９

年１月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年２月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年４月１日 

    免状有効期間満了日 平成３１年３月３１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳          

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１２月２６日 

免許証交付日 平成２７年６月９日 

（平成３２年８月８日まで有効） 
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  甲板員Ｂ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６０年３月２８日 

免許証交付日 平成２６年５月２６日 

（平成３２年３月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、右舷船首部から中央部に掛けての舷縁前

部に破損、主機等の濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、銑
せん

鉄約１,１５０ｔを積載

し、平成２８年９月５日２２時００分ごろ法定灯火を表示し、姫島北

西方沖を約１０.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）、針

路１０２°（真方位、以下同じ。）で自動操舵により航行していた。 

Ａ船は、船長Ａが、単独で当直に当たり、レーダーを３Ｍレンジ、

エコートレイルを真方位表示で１分間、ノースアップ（レーダー画面

の真上が真北方向となる表示方法）及びオフセンターにより前方約５

Ｍまで映る設定で使用するとともに目視による見張りを行っていたと

ころ、左舷前方約５Ｍに約６隻の漁船が操業しており、左舷船首方約

２Ｍに１隻の同航する漁船を認めた。 

船長Ａは、同航する漁船がＡ船よりも遅いことを確認し、同漁船と

距離を離して航過するつもりで、自動操舵により針路を右に転じて１

０７°とした。 

船長Ａは、変針後、同航する漁船が徐々に離れていることをレーダ

ーで確認し、同漁船との距離が約１Ｍになった頃、現在の針路で航行

を続ければ安全に追い越すことができると思い、また、前路に航行の

支障となる船舶を見掛けなかったので、レーダー画面を見ながら１２

Ｍレンジの設定として祝
いわい

島南西方灯浮標まで約１６Ｍであることを

確認した。 

船長Ａは、２２時２９分ごろ姫島北北西方沖でレーダーを再び３Ｍ

レンジの設定に戻して前方を見たところ、左舷船首付近に灯光がある

ことに気付き、回避のため手動操舵に切り替えて右舵１５°を取って

右転中、船橋左舷側に移動して同灯光の状況を確認しようとしたとこ

ろ、小型船の白い船底部を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船と衝突したものと思ったので、直ちに機関を中立運

転及び舵中央とし、全乗組員に救助作業を行う旨を知らせた。 

船長Ａは、Ａ船を左転させてＢ船の救助に向かいながら本事故の発

生を海上保安庁に通報し、探照灯でＢ船を照射しながらＡ船の船首部
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をＢ船の至近に寄せ、船首部に配置した乗組員３人にＢ船の救助作業

を指示した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、法定灯火を表示し、姫島

北北西方沖（周防灘航路第４号灯浮標北東方沖）において５回目のえ
．

い
．
網作業を終え、２２時１７分ごろ船尾の櫓

やぐら

（船尾デリック）に設

置された作業灯を点けて底引き網の揚網作業を開始し、揚網後に停船

して袋網
ふくろあみ

（底引き網先端の漁獲物が入る網）を航行しながら洗浄す

る目的で、船尾の櫓に底引き網を吊
つ

り下げて袋網を船尾舷縁から海面

に浸
つ

けた。 

Ｂ船は、甲板員Ｂが、周囲の見張りを行ったところ、接近する他船

を見掛けなかったので、作業灯を点けた状態で船首を南南東方に向け

てリモコン装置により前進を開始した。 

Ｂ船は、前進を開始した後、船長Ｂが右舷船尾に座り、甲板員Ｂが

操舵室後部で操船に当たって約５kn まで増速した後、船首を６回目

の操業場所に向ける目的で、手動操舵により右転しようと右舷方を見

たところ、右舷正横の至近にＡ船を見た直後、Ａ船の左舷船首部とＢ

船の右舷船首部とが衝突し、左舷側に転覆した。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、転覆したＢ船の船底に掴
つか

まっていたとこ

ろ、Ａ船が、救助のために接近して左舷船首部からジャコブスラダー

を降ろしたので、Ｂ船から同ジャコブスラダーまで泳ぎ着いたもの

の、疲れて昇ることができなかった。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ａ船の船尾方にいて本事故の発生に気付い

たガット船から降ろされた救助艇により救助され、ガット船に移乗し

た後、来援した巡視船により大分県国東
くにさき

市竹田津
た け た づ

港に移送されて救急

車で病院に搬送され、船長Ｂが誤嚥
えん

性肺炎により２週間、甲板員Ｂが

外傷性頸部症候群、左殿部痛、右足等の挫創と診断されて７週間それ

ぞれ入院した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大） 参照） 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本事故当時、祝島南西方灯浮標までの距離を測る際、遠

距離レンジに設定したレーダー画面を見ており、レーダーを近距離レ

ンジに切り替えるなどして周囲の見張りを行っていなかったので、左

舷方からＢ船が接近してきたことに気付かなかったと本事故後に思っ

た。 

船長Ａは、本事故の発生前に見た同航する漁船と、Ｂ船とが同じ漁

船であるかどうか分からないと本事故後に思った。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

- 4 - 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、姫島北北西方沖を東南東進中、船橋当直中の船長Ａが、遠

距離レンジに設定したレーダー画面を見ていて、周囲の見張りを適切

に行っていなかったことから、左舷方から接近するＢ船に気付かずに

航行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、左舷方を同航する漁船を安全に追い越すことができると

思い、また、前路に航行の支障となる船舶を見掛けなかったことか

ら、レーダーを近距離レンジに切り替えるなどして周囲の見張りを適

切に行っていなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、姫島北北西方沖で航行しながら袋網の洗浄を開始する際、

操船に当たっていた甲板員Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなか

ったことから、右舷後方から接近するＡ船に気付かずに南南東進し、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

甲板員Ｂは、船尾デリックの作業灯を点けていたことから、右舷後

方から接近するＡ船の灯火に気付かなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、姫島北北西方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ

船が南南東進中、船長Ａ及び甲板員Ｂが、共に周囲の見張りを適切に

行っていなかったため、接近する相手船に気付かずに航行し、両船が

衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・見張りの妨げとなる灯火等を使用しないこと。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年９月５日 ２２時２９分ごろ発生） 

Ａ船の進路 

Ｂ船の針路 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船の進路 

Ｂ船の針路 

事故発生場所 

（平成２８年９月５日 ２２時２９分ごろ発生） 


